
    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

① 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする 

 歩行者の安全確保。 

② 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全 

  運転意識の向上。 

③ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルー 

 ルの理解・遵守の徹底。 

 

⑴ 自転車への交通反則通告制度導入に伴う交 

  通ルールの遵守とヘルメット着用促進。    

⑵ 横断歩道における歩行者優先の徹底。  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残雪等の不測な事

態に対応できる万

全の装備を準備し

ましょう！登山届も

忘れずに！ 

 

 

 

４月は入学・就学等で若年層の生活環

境が大きく変わり、犯罪被害にあうリス

クが高まる時期です。通勤・通学時の痴

漢、ＪＫビジネス等の性犯罪、性暴力等

の被害にあった際は、#９１１０又は、 

羽生警察署に相談してください！ 

 


